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「処分方法：埋立処分」を含む再資源化等の情報パターン設定における不具合について 
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電子マニフェストセンター 

 

【対象】 

処分方法に「埋立処分」を含む処分終了報告（報告区分：最終）のパターンを作成する方 

 

【事象】 

① 「再資源化等の情報パターンの種別：処分終了報告」を選択 

② ［処分方法：埋立処分」を選択した再資源化等の情報を入力 

⇒［新規設定］ボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示され、パターン設定が完了しない。 

 

▼エラーメッセージ 

EMSW0136E:処分方法に「最終処分（9XX）」を含む場合は、最終処分終了報告フラグを設定しなければ 

なりません。 

 

 

恐れ入りますが、対象の方につきましては、当面の間、以下のとおりパターンを使用せずに情報を入力いただ

きますようお願いいたします。 

 

【当面の対処法_「再資源化等の情報パターン」を使用しない入力】 

「処分終了報告」＞「再資源化等の情報入力」画面において、「再資源化等の情報パターン」を使用せず、［自

ら行った処理の追加］ボタンをクリックし、直接、各項目を入力してください。 
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